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北九州市告示第２８１号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと 

おり道路の区域を決定する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年６月７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 

 

路線名 

 

区域決定の区間 

 

幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１３７９ 吉志８号

線 

門司区恒見町６９１番７地先

から 

門司区恒見町６９２番２地先

まで 

4.0 

 

 

33.6 

 

2



北九州市告示第２８２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり令和６年６月７日から道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市都市整備局道路部管理課

において、一般の縦覧に供する。 

  令和６年６月７日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 

１３７９ 吉志８号

線 

門司区恒見町６９１番７地先から 

門司区恒見町６９２番２地先まで 
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北九州市公告第４１６号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という。）第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和６年６月７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 特定役務の名称及び数量 

  令和６年度介護保険事務処理システム保守及び運用業務 一式 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市保健福祉局長寿推進部介護保険課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和６年３月２８日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社日立製作所九州支社北九州支店 

  北九州市小倉北区堺町一丁目２番１６号 

５ 契約金額 

  ７，７３８万５，０００円 

６ 契約期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

７ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

８ 随意契約の理由 

  政令第１１条第１項第２号に該当するため  
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北九州市選挙管理委員会告示第３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の規定による各種請求、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定による教

育長又は委員の解職請求並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協議会設置の投票

の請求をするに必要な選挙人の数は、次のとおりである。 

  令和６年６月３日 

                      北九州市選挙管理委員会 

                      委員長 新 上 健 一 

１ 地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及び第７５条第

１項（市の事務の監査の請求）並びに市町村の合併の特例に関する法律第４

条第１項（合併協議会設置の請求）及び第５条第１項（同一請求関係市町村

の長に対する合併協議会設置の請求）に規定する選挙権を有する者の５０分

の１の数 

  １万５，４６１人 

２ 地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条第１項（市長

の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、選挙管理委員（市の選挙管理

委員に限る。）又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教育長又は委員の解職の請求

）に規定する選挙権を有する者の４０万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 

  １９万５，５０３人 

３ 地方自治法第８０条第１項（議会の議員の解職の請求）及び第８６条第１

項（選挙管理委員（区の選挙管理委員に限る。）の解職の請求）に規定する

選挙権を有する者の３分の１の数 

  門司区   ２万６，２６７人 

  小倉北区 ４万９，９８０人 

  小倉南区 ５万７，３２３人 

  若松区  ２万２，０３３人 

  八幡東区 １万７，８３２人 

  八幡西区 ６万８，６３０人 

  戸畑区  １万５，６０９人 

４ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求市町村の選挙

管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）及び第５条第１５項

（合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置
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協議の投票の請求）に規定する選挙権を有する者の６分の１の数 

  １２万８，８３６人 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和６年 ５５４８号  ３ 上から１３行

目 

「の各号に

掲げる」 

「の各号」 
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正誤表 

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和６年 ５６０４号 ２３ 上から１５行目 北九州市交

通局長 

北九州交通

局長 

２４ 上から１７行目 令和６年７

月１１日 

令和４年７

月１１日 

 

8


